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(57)【要約】
【課題】グラス皮膜の構造を制御し、付与張力、密着性
と耐錆性を両立した一方向性電磁鋼板、一方向性電磁鋼
板用原板、それらの製造方法を提供する。
【解決手段】絶縁皮膜と母鋼板の間に平均粒径が2.0μ
ｍ以下のフォルステライトを主体とする皮膜を有する一
方向性電磁鋼板。鋼スラブを熱延し、必要により熱延板
を焼鈍し、最終製品厚まで冷延し、脱炭焼鈍し、必要に
より窒化焼鈍し、最終仕上げ焼鈍し、絶縁皮膜処理する
製造プロセスにおいて、脱炭焼鈍での昇温を、雰囲気の
ＰＨ2Ｏ／ＰＨ2：０．６５～３．０、加熱速度≧１００
℃/s以上、加熱温度≧８００℃以上で実施し、７５０℃
以上での滞在時間≦５秒として引き続き、脱炭を、雰囲
気のＰ（Ｈ2Ｏ）／Ｐ（Ｈ2）：０．２５～０．６、最高
到達温度Ｙ：７００～９００℃、Ｙ－３０℃超での滞在
時間≦４秒、最高温度到達後のＹ－３０℃～Ｙ－８５℃
での滞留時間≧１０秒とする。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　絶縁皮膜と母鋼板の間に平均粒径が2.0μｍ以下のフォルステライトを主体とする皮膜
を有する一方向性電磁鋼板。
【請求項２】
　上記フォルステライトを主体とする皮膜のフォルステライトの粒径分布の標準偏差が０
．６μｍ以下であることを特徴とする請求項１に記載の一方向性電磁鋼板。
【請求項３】
　鋼スラブを熱延し、必要により熱延板を焼鈍し、最終製品厚まで冷延し、脱炭焼鈍し、
必要により窒化焼鈍し、最終仕上げ焼鈍し、絶縁皮膜処理して製造される一方向性電磁鋼
板の製造プロセスにおいて、脱炭焼鈍での昇温を、雰囲気のＰＨ2 Ｏ／ＰＨ2 ：０．６５
～３．０、加熱速度≧１００℃/s以上、加熱温度≧８００℃以上で実施し、７５０℃以上
での滞在時間≦５秒として、引き続き、脱炭を、雰囲気のＰ（Ｈ2 Ｏ）／Ｐ（Ｈ2 ）：０
．２５～０．６、最高到達温度Ｙ：７００～９００℃、Ｙ－３０℃超での滞在時間≦４秒
、最高温度到達後のＹ－３０℃～Ｙ－８５℃での滞留時間≧１０秒　で実施とすることを
特徴とする請求項１または２に記載の一方向性電磁鋼板の製造方法。
【請求項４】
　母鋼板の表面に平均粒径が2.0μｍ以下のフォルステライトを主体とする皮膜を有する
一方向性電磁鋼板用原板。
【請求項５】
　上記フォルステライトを主体とする皮膜のフォルステライトの粒径分布の標準偏差が０
．６μｍ以下であることを特徴とする請求項４に記載の一方向性電磁鋼板用原板。
【請求項６】
　鋼スラブを熱延し、必要により熱延板を焼鈍し、最終製品厚まで冷延し、脱炭焼鈍し、
必要により窒化焼鈍し、最終仕上げ焼鈍して製造される一方向性電磁鋼板用原板の製造プ
ロセスにおいて、脱炭焼鈍での昇温を、雰囲気のＰ（Ｈ2 Ｏ）／Ｐ（Ｈ2 ）：０．６５～
３．０、加熱速度≧１００℃/s以上、加熱温度≧８００℃以上で実施し、７５０℃以上で
の滞在時間≦５秒として、引き続き、脱炭を、雰囲気のＰ（Ｈ2 Ｏ）／Ｐ（Ｈ2 ）：０．
２５～０．６、最高到達温度Ｙ：７００～９００℃、Ｙ－３０℃超での滞在時間≦４秒、
最高温度到達後のＹ－３０℃～Ｙ－８５℃での滞留時間≧１０秒　で実施とすることを特
徴とする請求項４または５に記載の一方向性電磁鋼板用原板の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、皮膜密着性及び耐錆性を改善した一方向性電磁鋼板及び当該一方向性電磁鋼
板を得るための製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　通常、一方向性電磁鋼板の表面には２層の皮膜を形成し、鋼板に張力を付与することで
単板としての磁気特性を改善するとともに積層して磁気部材を構成する際の鋼板間の絶縁
性を高めて部材の磁気効率を高めている。皮膜の内、母鋼板側のいわば下地皮膜となるグ
ラス皮膜はフォルステライトを主体とする酸化物であり、これ自身が張力付与や絶縁性に
寄与するが、上層の絶縁皮膜の密着性を確保するという重要な役割を持つ。このグラス皮
膜に関しては、特に凹凸、根、皮膜厚さといったグラス皮膜の形成状態の構造が密着性と
密接に関係していることが知られている。
【０００３】
　また、製品が海外の需要家へ納入される場合、温度や湿度など鋼板にとって過酷な輸送
環境下に長期間保管されることが多い。そのため錆などが発生し、需要家から外観のみな
らず製品磁性への影響が懸念されることがしばしば存在する。これは皮膜の密着性が低く
、製品板の取り扱いにおいて皮膜に発生するわずかなクラックなどが問題となる他、皮膜
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の緻密さや均一性など、水分の透過に対する湿潤環境からの保護膜としての機能が重要と
なる。
【０００４】
　グラス皮膜に関する既存技術としては、例えば特許文献1(特開昭６２－１５６２２６号
公報)では、高温焼成したMgOの最表層のみを気相中で処理することにより水和層を形成し
て、MgOの反応性を高め、含有水分を減少させることで、絶縁性を向上させるという技術
開示がなされている。また耐錆性を改善する手段として、特許文献2(特開平９－２５６１
６４号公報)では、鋼表面に、ほう酸アルミニウムを主体とする皮膜を形成するにあたり
、アルカリ金属化合物及びアルカリ土類金属化合物のうち一種または二種と、希土類金属
化合物およびジルコニウム、ハフニウムのうち一種または二種以上の混合物とを添加する
技術が開示されている。
　しかし、これらの従来技術では、張力（磁気特性）、密着性、耐錆性の両立において改
善の余地がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開昭６２－１５６２２６号公報
【特許文献２】特開平９－２５６１６４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は、グラス皮膜の構造を制御し、付与張力、密着性と耐錆性を両立した一方向性
電磁鋼板、一方向性電磁鋼板用原板、及びそれらの製造方法を提供することを目的とする
。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明者は製造プロセスと皮膜特性の関連を検討したところ、脱炭焼鈍の前処理として
熱処理を行うと密着性と耐錆性が向上する場合があることを知見した。さらにその前処理
の条件を詳細に検討すると、特に高露点で短時間の熱処理とすると皮膜に関する特性が向
上することがわかった。そして、この効果は特に脱炭焼鈍中の酸化初期の酸化挙動を変え
ると脱炭焼鈍全体で形成される酸化層の形態が変化し、それがその後の仕上げ焼鈍で形成
されるグラス皮膜の形態に影響を及ぼすことに起因していると考えられた。この熱処理を
工業的に実施する手段を検討し、脱炭焼鈍の昇温を高露点、急速加熱し、さらに脱炭初期
を低露点、短時間だけ高温で実施すると同等の効果が得られることを確認し、本発明を完
成した。具体的には以下のものである。
【０００８】
（１）
　絶縁皮膜と母鋼板の間に平均粒径が2.0μｍ以下のフォルステライトを主体とする皮膜
を有する一方向性電磁鋼板。
【０００９】
（２）
　上記フォルステライトを主体とする皮膜のフォルステライトの粒径分布の標準偏差が０
．６μｍ以下であることを特徴とする（１）に記載の一方向性電磁鋼板。
【００１０】
（３）
　鋼スラブを熱延し、必要により熱延板を焼鈍し、最終製品厚まで冷延し、脱炭焼鈍し、
必要により窒化焼鈍し、最終仕上げ焼鈍し、絶縁皮膜処理して製造される一方向性電磁鋼
板の製造プロセスにおいて、脱炭焼鈍での昇温を、雰囲気のＰＨ2 Ｏ／ＰＨ2 ：０．６５
～３．０、加熱速度≧１００℃/s以上、加熱温度≧８００℃以上で実施し、７５０℃以上
での滞在時間≦５秒として引き続き、脱炭を、雰囲気のＰ（Ｈ2 Ｏ）／Ｐ（Ｈ2 ）：０．
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２５～０．６、最高到達温度Ｙ：７００～９００℃、Ｙ－３０℃超での滞在時間≦４秒、
最高温度到達後のＹ－３０℃～Ｙ－８５℃での滞留時間≧１０秒　で実施とすることを特
徴とする（１）または（２）に記載の一方向性電磁鋼板の製造方法。
【００１１】
（４）
　母鋼板の表面に平均粒径が2.0μｍ以下のフォルステライトを主体とする皮膜を有する
一方向性電磁鋼板用原板。
【００１２】
（５）
　上記フォルステライトを主体とする皮膜のフォルステライトの粒径分布の標準偏差が０
．６μｍ以下であることを特徴とする（４）に記載の一方向性電磁鋼板用原板。
【００１３】
（６）
　鋼スラブを熱延し、必要により熱延板を焼鈍し、最終製品厚まで冷延し、脱炭焼鈍し、
必要により窒化焼鈍し、最終仕上げ焼鈍して製造される一方向性電磁鋼板用原板の製造プ
ロセスにおいて、脱炭焼鈍での昇温を、雰囲気のＰ（Ｈ2 Ｏ）／Ｐ（Ｈ2 ）：０．６５～
３．０、加熱速度≧１００℃/s以上、加熱温度≧８００℃以上で実施し、７５０℃以上で
の滞在時間≦５秒として引き続き、脱炭を、雰囲気のＰ（Ｈ2 Ｏ）／Ｐ（Ｈ2 ）：０．２
５～０．６、最高到達温度Ｙ：７００～９００℃、Ｙ－３０℃超での滞在時間≦４秒、最
高温度到達後のＹ－３０℃～Ｙ－８５℃での滞留時間≧１０秒　で実施とすることを特徴
とする請求項（４）または（５）に記載の一方向性電磁鋼板用原板の製造方法。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によれば、緻密で均一なグラス皮膜を有する、付与張力、密着性と耐錆性を両立
した一方向性電磁鋼板、一方向性電磁鋼板用原板、及びそれらの製造方法が得られる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】グラス皮膜組織を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、本発明の実施の形態について説明する。
(製品の特徴)
　本発明鋼の観察事例として、従来鋼と発明鋼における鋼板表面組織の観察例を図１（右
図が従来鋼、左図が発明鋼）に示す。図１は、脱炭焼鈍の昇温を露点８０℃または０℃の
雰囲気にて、加熱速度１８０℃／ｓまたは５０℃／ｓで実施した脱炭板に焼鈍分離剤を塗
布し、仕上げ焼鈍を実施した後の鋼板の表面組織である。鋼板表面は、脱炭焼鈍で形成さ
れていたSiO2主体の酸化物と、塗布した焼鈍分離剤中に含有されていたMgOが反応して形
成されたグラス皮膜で覆われている。
【００１７】
　詳細は不明であるが、このようなグラス皮膜の変化は脱炭時の酸化により脱炭板の表層
に形成するＳｉＯ２などの酸化物の形態変化が起因になっていると考えられる。脱炭板に
ついては、露点や加熱速度に関わらず、ガス分析による酸素量は1000ppm程度と大きな変
化が見られない。しかし高露点、高加熱速度とした脱炭板の方がＳｉＯ２などの酸化物が
存在する酸化層が厚く、酸化物の形態も複雑になる傾向が見られる。このような変化は、
急速な高温中での熱処理では、高温状態において鋼板表面への酸素の導入が進み易くなり
、結果として酸化挙動が変化したため生じたものと思われる。このような脱炭板における
酸化膜の変化が、結果として仕上げ焼鈍で形成されるグラス皮膜の緻密で均一な構造形成
に寄与するものと考えている。グラス被膜の緻密さや均一さが密着性に影響する原因は必
ずしも明らかではないが、グラス被膜の粒径が小さくなり緻密かつ均一なフォルステライ
トで形成されると、グラス皮膜と母鋼板との界面のミクロな凹凸も微細かつ均一になり、
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接触面積が増加するとともに鋼板変形時の応力集中も小さくなり耐剥離性が向上すること
が期待される。緻密さは、従来から知られ制御されているグラス皮膜と母鋼板との界面の
マクロな凹凸の深さや皮膜自体の厚みなどに加え、皮膜特性を制御するための重要な要因
であると考えられる。
【００１８】
　そして、このようなグラス皮膜であれば、付与張力も大きく磁気特性向上に寄与するば
かりでなく、グラス皮膜の母鋼板への密着性が高く、その上に塗布される絶縁皮膜の密着
性も向上するため高い張力を発生させる絶縁皮膜の塗布が可能となり、さらに皮膜のクラ
ックなどの欠陥発生を回避するとともに、水分の透過を抑制することで耐錆性も良好なも
のとなるのである。
【００１９】
　本発明では、製品板（一方向性電磁鋼板）としては絶縁皮膜と母鋼板の間に粒径が2.0
μｍ以下のフォルステライトを主体とする皮膜を有することを、中間製品（一方向性電磁
鋼板用原板）としては、母鋼板の表面に粒径が2.0μｍ以下のフォルステライトを主体と
する皮膜を有することを特徴とする。
【００２０】
　ここで「フォルステライトを主体とする皮膜」は一般的には「グラス皮膜」と呼ばれて
いるものであり、本発明では単に「グラス皮膜」として記述する場合もある。グラス皮膜
は、例えば、フォルステライト（Ｍｇ２ＳｉＯ４）、スピネル（ＭｇＡｌ２Ｏ４）、また
は、コーディエライト（Ｍｇ２Ａｌ４Ｓｉ５Ｏ１６）などの複合酸化物によって構成され
ている。詳細は後述するが、グラス皮膜は、一方向性電磁鋼板の製造プロセスの１つであ
る仕上げ焼鈍工程において、鋼板に焼き付きが発生することを防止するために形成された
皮膜である。
【００２１】
　本発明ではこれらの不可避的に形成される複合酸化物などを含めて、「フォルステライ
トを主体とする皮膜」とし、その皮膜の観察において、粒径として観察されるものを「フ
ォルステライトの粒径」とする。
【００２２】
　本発明において、「フォルステライトを主体とする」とは、皮膜中におけるフォルステ
ライトの比率が５０％以上であることを意味する。フォルステライトの比率の確認方法は
、皮膜の粒径観察面をＳＥＭ－ＥＤＳによりMg、Mn、Si、Al、Oについてマッピングした
際、Mg、Si、Oが同時に検出される（Ａｌ、Ｍｎも検出されても良い）領域を「フォルス
テライト」と判断し、この領域の面積率が５０％以上である場合に、「フォルステライト
を主体とする」と判断する。なお、フォルステライトと判断されないスピネル、コーディ
エライトなどの含有量、形態などについては特に規定はない。
【００２３】
　製品においてはこのグラス皮膜がさらに上層に形成される絶縁皮膜と母鋼板の間に存在
する形態となる。この構成自体は特に本発明で新たに規定されるものではなく一般的な構
成である。
【００２４】
　絶縁皮膜は、例えば、コロイダルシリカ及びリン酸塩を含有し、電気的絶縁性だけでな
く、張力、耐食性及び耐熱性等を鋼板に与える役割を担っている。これも本発明で特に限
定するものでなく公知の絶縁皮膜であればよい。
【００２５】
　本発明で特に重要となるのはグラス皮膜の形態である。本発明ではグラス皮膜の平均粒
径を2.0μｍ以下とする。好ましくは0.01～1.5μｍ、さらに好ましくは0.05～1.0μｍで
ある。これは通常のグラス皮膜粒子が5μm前後であるのに対して小さい。本発明ではグラ
ス皮膜の緻密さ、均一さを高めることで張力、密着性、耐錆性が向上していると考えれら
るため、細かいほど好ましい。一方で実用的な雰囲気制御や加熱速度制御が困難となるた
め、下限を0.01μｍまたは0.05μｍと設定する。
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【００２６】
　粒径分布の標準偏差は、０．６μｍ以下とする。これはグラス皮膜をより緻密な構造と
し、鋼板製造後の雰囲気からの水分透過を抑制し、母鋼板からの発錆を抑えるためである
。好ましくは０．４μｍ以下、さらに好ましくは０．２μｍ以下である。
【００２７】
　ここで、グラス皮膜組織は、一方向性電磁鋼板（製品板）については表面の絶縁皮膜を
剥離した鋼板について、一方向性電磁鋼板用原板（中間製品板）については仕上げ焼鈍直
後の鋼板について、表面のグラス皮膜をＳＥＭにて観察する。
【００２８】
　なお、絶縁皮膜は、例えば、絶縁皮膜を有する方向性電磁鋼板を、ＮａＯＨ：１０質量
％＋Ｈ２Ｏ：９０質量％の水酸化ナトリウム水溶液に、８０℃で１５分間、浸漬して洗浄
する。最後に、温風のブロアーで１分間弱、乾燥させる方法によって除去することができ
る。このように絶縁被膜を剥離した後の鋼板で観察するグラス皮膜表面は、本発明で規定
する特徴に関しては、絶縁被膜を形成する前のグラス皮膜の状態がほぼそのまま観察され
る。つまり、本発明において製品板で得られるグラス皮膜の状態は、絶縁被膜形成前の中
間製品である仕上げ焼鈍後の鋼板において達成されているものである。
【００２９】
　粒径は、一般的な線分法もしくは、SEM画像で粒界をトレースする画像処理により円相
当径として求める。また、標準偏差の計算は、分散の平方根を求める一般的な計算方法に
より得る。
【００３０】
（母鋼板について）
　本発明の一方向性電磁鋼板は、冷間圧延処理と焼鈍処理との組み合わせによって、結晶
粒の磁化容易軸と圧延方向とが一致するように結晶方位が制御された母鋼板（地鉄）と、
母鋼板の表面に形成されたグラス皮膜と、グラス皮膜の表面に形成された絶縁皮膜とを備
えている。
【００３１】
　母鋼板は、化学成分として、例えば質量分率で、Ｃ：０％超～０．００３％、Ｓｉ：２
．５％～４．０％、酸可溶性Ａｌ：０％～０．０６５％、Ｎ：０％～０．００３％、Ｍｎ
：０％～３．０％、Ｃｒ：０％～０．３％、Ｃｕ：０％～０．４％、Ｐ：０％～０．５％
、Ｓｎ：０％～０．３０％、Ｎｉ：０％～１％、Ｓ：０％～０．０３０％、を含有し、残
部がＦｅ及び不純物からなる。
【００３２】
　上記の化学成分は、結晶方位を｛１１０｝＜００１＞方位に集積させたＧｏｓｓ集合組
織に制御するために好ましい化学成分である。上記元素のうち、Ｓｉ及びＣが基本元素で
あり、酸可溶性Ａｌ、Ｎ、Ｍｎ、Ｃｒ、Ｃｕ、Ｐ、Ｓｎ、ＮｉおよびＳが選択元素である
。上記の選択元素は、その目的に応じて含有させればよいので下限値を制限する必要がな
く、下限値が０％でもよい。その他、選択元素として、公知技術として知られている元素
を含有しても、また、これらの選択元素が不純物として含有されても、本実施形態の効果
は損なわれない。上記の母鋼板は、上記の基本元素および選択元素の残部がＦｅ及び不純
物からなってもよい。なお、不純物とは、母鋼板を工業的に製造する際に、原料としての
鉱石、スクラップ、または製造環境等から不可避的に混入する元素を意味する。
【００３３】
　Cは、磁気時効を引き起こし磁気特性を劣化させるので、0.003%以下にする必要がある
。存在してなくても本発明効果は失われるものではないが、低減コストの観点から下限を
0.0001%とすることが好ましい。
【００３４】
　Siは、添加量を多くして固有抵抗を高めて鉄損特性を改善するため2.5%以上とする。し
かし、昜酸化元素であり、本発明の特徴である脱炭焼鈍初期の酸化挙動を適度に制御する
ため4.0%以下にすることが好ましい。
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【００３５】
　酸可溶性Alは、不純物として微量に含まれてしまう元素であるため、完全にゼロにする
ことは困難である。実用的には0.003%以上である。0.065%以上含有すると、グラス皮膜密
着性が低下する。
【００３６】
　Nは、不純物として微量に含まれてしまう元素であるため、完全にゼロにすることは困
難である。実用的には0.0030%以下である。0.030%を超えて含有すると、緻密で均一なグ
ラス皮膜を得にくくなる。
【００３７】
　Mnは固有抵抗を高め、鉄損特性を改善する。全く含有しなくてもよいが、実用の析出物
として機能する含有量が0.01%以上、3.0%未満とする。3.0%を超えると仕上げ焼鈍時にγ
変態が生じ良好な二次再結晶を阻害する。
【００３８】
　Crは、脱炭焼鈍の酸化膜を改善し、グラス皮膜形成に有効な元素であり、0.3%以下の範
囲で添加する。0.3%を超えると皮膜の密着性に悪影響をきたす。
【００３９】
　Cuは、固有抵抗を高めて鉄損を低減させることに有効な元素である。添加量が0.4%を超
えると鉄損低減効果が飽和するとともに、熱延時に「カッパーヘゲ」なる表面疵の原因に
なる。
【００４０】
　Pは、添加量が0.5%を超えると圧延性に問題を生じる。
【００４１】
　Snに関して、仕上げ焼鈍の条件によっては焼鈍分離剤から放出される水分によりAlが酸
化されてインヒビター強度が変化する。そのため磁気特性がコイル位置の違いにより変動
する場合がある。この対策の一つとして、粒界偏析を生じやすい元素を添加することによ
り、酸化を防止する方法がある。そのためにSnは0.30%以下の範囲で添加できる。一方0.3
0%を超えると脱炭焼鈍時に酸化されにくく、グラス皮膜の形成が不十分となると共に、脱
炭性を著しく阻害する。
【００４２】
　Niは固有抵抗を高めて鉄損を低減させることに有効な元素で、熱延板の金属組織を制御
して磁気特性を向上させる上で有効な元素である。しかしながら、添加量が1%を超えると
二次再結晶が不安定になる。
【００４３】
　Sは、全く含有しなくてもよいが、0.0030%以上0.030%以下の含有とすることが好ましい
。本発明の特徴でもある緻密かつ均一なグラス皮膜が得られなくなる。全く含有しなくて
も良いが、不純物として微量に含まれてしまう元素であるため、完全にゼロにすることは
困難であり、実用的には0.0001%以上である。
【００４４】
　また、電磁鋼板では二次再結晶時に純化焼鈍を経ることが一般的である。純化焼鈍にお
いてはインヒビター形成元素の系外への排出が起きる。特にＮ、Ｓについては濃度の低下
が顕著で、５０ｐｐｍ以下になる。通常の純化焼鈍条件であれば、９ｐｐｍ以下、さらに
は６ｐｐｍ以下、純化焼鈍を十分に行えば、一般的な分析では検出できない程度（１ｐｐ
ｍ以下）にまで達する。
【００４５】
　上記母鋼板の化学成分は、鋼の一般的な分析方法によって測定すればよい。例えば、母
鋼板の化学成分は、ＩＣＰ－ＡＥＳ（Ｉｎｄｕｃｔｉｖｅｌｙ　Ｃｏｕｐｌｅｄ　Ｐｌａ
ｓｍａ－Ａｔｏｍｉｃ　Ｅｍｉｓｓｉｏｎ　Ｓｐｅｃｔｒｏｍｅｔｒｙ）を用いて測定す
ればよい。具体的には、皮膜除去後の鋼板２の中央の位置から３５ｍｍ角の試験片を、島
津製作所製ICPS-8100等（測定装置）により、予め作成した検量線に基づいた条件で測定
することにより特定できる。なお、ＣおよびＳは燃焼－赤外線吸収法を用い、Ｎは不活性
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ガス融解－熱伝導度法を用いて測定すればよい。
【００４６】
 (製法について)
　次に本実施形態に係る一方向性電磁鋼板の製造方法について説明する。また本発明鋼板
は、以下の製造方法で得られた鋼板に限定されるものではないことは言うまでもない。
【００４７】
　本発明鋼は、一般的に知られている一方向性電磁鋼板の製造法である、溶解、熱延、熱
延板焼鈍、酸洗、冷延、脱炭焼鈍、必要に応じた窒化焼鈍、焼鈍分離剤塗布、仕上げ焼鈍
の工程により製造できる。以下にまず一般的な一方向性電磁鋼板の製造法を示す。
【００４８】
　最初の鋳造工程では、質量分率で、Ｃ：０％超～０．１０％、Ｓｉ：２．５％～７％、
酸可溶性Ａｌ：０％～０．０６５％、Ｎ：０％～０．０１２％、Ｍｎ：０％～３．０％、
Ｃｒ：０％～０．３％、Ｃｕ：０％～０．４％、Ｐ：０％～０．５％、Ｓｎ：０％～０．
３０％、Ｎｉ：０％～１％、Ｓ：０％～０．０５０％、を含有し、残部がＦｅ及び不純物
からなる化学成分を有する溶鋼が連続鋳造機に供給されて、スラブが連続的に製出される
。
【００４９】
　続いて、熱間圧延工程では、鋳造工程から得られたスラブが所定の温度（例えば１１５
０～１４００℃）に加熱された後、そのスラブに対して熱間圧延が実施される。これによ
り、例えば、１．８～３．５ｍｍの厚さを有する熱延鋼板が得られる。
【００５０】
　続いて、熱延板焼鈍を行う場合、熱間圧延工程から得られた熱延鋼板に対して、所定の
温度条件（例えば７５０～１２００℃で３０秒～１０分間加熱する条件）の下で焼鈍処理
が実施される。続いて、冷間圧延工程では、酸洗処理が実施された後、熱延鋼板に対して
冷間圧延が実施される。これにより、例えば、０．１５～０．３５ｍｍの厚さを有する冷
延鋼板が得られる。
【００５１】
　続いて、脱炭焼鈍工程では、冷間圧延工程から得られた冷延鋼板に対して、所定の温度
条件（例えば７００～９００℃で１～３分間加熱する条件）の下で熱処理（すなわち、脱
炭焼鈍処理）が実施される。このような脱炭焼鈍処理が実施されると、冷延鋼板において
、炭素が所定量以下に低減され、一次再結晶組織が形成される。また、脱炭焼鈍工程では
、冷延鋼板の表面に、シリカ（ＳｉＯ２）を主成分として含有する酸化物層が形成される
。
【００５２】
　続いて、焼鈍分離剤塗布工程では、マグネシア（ＭｇＯ）を主成分として含有する焼鈍
分離剤が、冷延鋼板の表面（酸化物層の表面）に塗布される。続いて、仕上げ焼鈍工程で
は、焼鈍分離剤が塗布された冷延鋼板に対して、所定の温度条件（例えば１１００～１３
００℃で２０～２４時間加熱する条件）の下で熱処理（すなわち、仕上げ焼鈍処理）が実
施される。このような仕上げ焼鈍処理が実施されると、二次再結晶が冷延鋼板に生じると
ともに、冷延鋼板が純化される。その結果、上述の母鋼板の化学組成を有し、結晶粒の磁
化容易軸と圧延方向とが一致するように結晶方位が制御された一方向性電磁鋼板の母材が
得られる。
【００５３】
　また、上記のような仕上げ焼鈍処理が実施されると、シリカを主成分として含有する酸
化物層が、マグネシアを主成分として含有する焼鈍分離剤と反応して、鋼板の表面にフォ
ルステライト（Ｍｇ２ＳｉＯ４）等の複合酸化物を含むグラス皮膜が形成される。仕上げ
焼鈍工程では、鋼板がコイル状に巻かれた状態で仕上げ焼鈍処理が実施される。仕上げ焼
鈍処理中に鋼板の表面にグラス皮膜が形成されることにより、コイル状に巻かれた鋼板に
焼き付きが発生することを防止することができる。
【００５４】
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　最後の絶縁皮膜成形工程では、上記のグラス皮膜が形成された鋼板表面に対して、例え
ばコロイダルシリカ及びリン酸塩を含有する絶縁コーティング液が、グラス皮膜の上から
塗布される。その後、所定の温度条件（例えば８４０～９２０℃）の下で熱処理が実施さ
れることにより、最終的に、グラス皮膜及び絶縁皮膜とを備える一方向性電磁鋼板が得ら
れる。
【００５５】
　上記のように製造された一方向性電磁鋼板の母鋼板は、化学成分として、質量分率で、
Ｓｉ：２．５％～７％、Ｃ：０％超～０．１０％、酸可溶性Ａｌ：０％～０．０６５％、
Ｎ：０％～０．０１２％、Ｍｎ：０％～３％、Ｃｒ：０％～０．３％、Ｃｕ：０％～０．
４％、Ｐ：０％～０．５％、Ｓｎ：０％～０．３％、Ｎｉ：０％～１％、Ｓ：０％～０．
０５０％、を含有し、残部がＦｅ及び不純物からなる。
【００５６】
（製法の特徴）
　本発明では、グラス皮膜形成までの母鋼材表面での酸化挙動を制御することで良好なグ
ラス皮膜を形成させる。この酸化挙動を制御するのに脱炭焼鈍は重要な工程であり、特に
酸化の初期過程となる昇温を、高露点かつ急速加熱で実施し、脱炭初期を短時間だけ高温
で実施することが効果的である。本発明では、脱炭焼鈍の昇温の雰囲気中の「Ｈ2 Ｏの分
圧」／「Ｈ2の分圧」であるＰ（Ｈ2 Ｏ）／Ｐ（Ｈ2 ）を０．６５～３．０、好ましくは
１．０～２．５、加熱速度≧１００℃/s、好ましくは２００℃／ｓ以上、さらに好ましく
は４００℃／ｓ以上、加熱温度≧８００℃以上、７５０℃以上での滞在時間≦５秒とする
。また同時に、引き続きの脱炭を雰囲気のＰ（Ｈ2 Ｏ）／Ｐ（Ｈ2

）：０．２５～０．６、好ましくは０．３０～０．５、最高到達温度Ｙ：７００～９００
℃、好ましくは８１０～８９０℃、Ｙ－３０℃超での滞在時間≦４秒、好ましくは３秒以
下、最高温度到達後のＹ－３０℃～Ｙ－８５℃での滞留時間≧１０秒、好ましくは２０秒
以上　とすることで発明効果を十分に得ることができる。
【００５７】
　上記の熱処理が有効である理由は明確ではないが、上記のような熱履歴と雰囲気で酸化
を行うと、脱炭板の特に表面近傍での優先的な酸化が起きやすくなり、最終的なグラス皮
膜と母鋼板の界面構造が複雑な様相を呈するようになり密着性を向上させる。そしてその
後の仕上げ焼鈍で形成されるグラス皮膜のフォルステライトの粒径が微細かつ均一となり
緻密性が向上する。
【００５８】
　また、脱炭焼鈍後の時点での酸素量は、本発明効果の一つの指標となる。本発明では脱
炭焼鈍板の酸素量が９～12ｇ／ｍ２の場合に発明効果が現れやすい。
【実施例】
【００５９】
　以下、本発明の実施例を説明する。実施例で採用した条件は、本発明の実施可能性及び
効果を確認するための一例であり、これに限定されるものではない。本発明を逸脱せず、
本発明の目的を達成する限りにおいて、種々の条件を採用し得るものである。
【００６０】
 (実施例) C：0.004%、Si：3.8%、S:0.002%、Al：0.003%、N：0.0080%、Mn：0.4%、残り
はFeの溶鋼を2.6mm厚の熱延板とする。
【００６１】
　1000℃x30秒の熱延板焼鈍を行い、その後0.23mmまで冷間圧延を施す。脱炭焼鈍工程を
、加熱速度１２５℃/s、最高到達温度720～911℃、5s以内保持が665～825℃となるように
、また脱炭工程で665～825℃x80～100秒、さらに5～20秒の焼鈍を実施する。MgOを主とし
た焼鈍分離剤を塗布した材料に、窒化可能なガスを吹き込みながら、除加熱で1200℃x20
時間の焼鈍を施す。さらにコロイダルシリカ及びリン酸塩を含有する絶縁コーティング液
を塗布し、880℃の焼付により、リン酸塩系絶縁被膜を形成した。グラス皮膜の特徴は絶
縁被膜を剥離後に測定した結果である。
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【００６２】
　皮膜外観…塗膜の平滑性、ワレ、ツヤ感を肉眼にて観察し下記基準にて評価した。
○：塗膜に異常がなく、良好、 
△：平滑性またはツヤ感がやや劣るが、ワレは認められない、 
×：ワレが認められる、又は平滑性もしくはツヤ感が著しく劣る。
【００６３】
　皮膜の耐錆性は、皮膜を形成した鋼板をそのまま１００mlの沸騰水中に１０分間浸漬し
、その前後の重量変化によって評価する。結果は、いずれも５０cm2 の鋼板あたり５mg未
満の重量変化となる。また耐錆性は表１に示すように温度８０℃、湿度９８％の雰囲気に
おいて４８時間以上の耐錆性を示し、非常に良好な結果となる。表１に、実施例で採用し
た製造条件と特性を示す。
【００６４】
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【表１】

【００６５】
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　平均粒径が2.0μｍ以下、粒径分布の標準偏差が０．６μｍ以下である本発明鋼は、皮
膜の耐錆性に優れ、鉄損も低くなった。製品板で得られるグラス皮膜の状態は、絶縁被膜
形成前の中間製品である仕上げ焼鈍後の鋼板において達成されている。

【図１】
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